[bookmark: _Hlk233725374]チマキザサ採取体験ツアー実施業務委託　仕様書
１　業務名
チマキザサ採取体験ツアー実施業務委託

２　業務の目的
京都市では、学問・文化・芸術・産業・お祭り・スポーツなど幅広い分野の担い手、まちの匠、語り部をはじめ地域の方々が育んできた多彩な魅力や価値を「学藝」と捉え、それらに触れ、学び合い、教え合いのコミュニティを創出し、幅広い世代が共に学び合うことを通して、大切に育み、紡いできた文化や産業を次世代へ継承するとともに、世代を超えた交流やコミュニティの活性化につなげていく「京都学藝衆構想」に取り組んでいる。
この取組の一環として、祇園祭の厄除けちまきのほか、京料理や京菓子などに利用されてきたチマキザサの再生への取組を体験することで、チマキザサの価値、再生の活動への理解を深めると共に、地域の担い手の裾野拡大につなげるためのツアーを実施する。

３　実施時期
令和８年１０月上旬の土又は日曜日を想定（中旬に予備日を設定予定）
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　　上記目的の実施に向けて、ツアーの企画、各種手配、参加者募集の広報、当日の運営等を行うものとする。
1 ツアーの企画と当日の運営
左京区役所、地元の担い手である花脊別所チマキザサグループと連携し、ツアーの企画を行うこと。運営に当たっては、以下の事項を盛り込むこと。
ア　参加者の移動手段として地下鉄国際会館駅から花脊・別所地域までの往復のマイクロバス等を運行又は手配すること。乗車人数は２５名程度（参加者２０名、スタッフ等５名）を想定。また、ツアー行程における移動でも使用する。
イ　熱中症対策のため、参加者一人につきスポーツドリンク２本を用意すること。
ウ　参加者の昼食を用意すること（２，０００円程度を想定）。なお、食事内容は発注者に事前に提示、承認を得たうえで手配等調整すること。できる限り地域内の飲食店等、地域の文化に触れられる内容を提示すること。
エ　チマキザサグループへの人件費や材料費等として６０，０００円、ツアー講師への謝礼として１０，０００円（税抜き）を支払うこと。（内容検討中のため、講師謝礼は不要となる場合もある。チマキザサグループへの人件費等は必須。）

2 参加者の募集及び受付
ウェブサイトやＳＮＳを活用しながら、幅広く参加者の募集を行うこと。参加者の上限は２０名とし、応募多数の場合は抽選のうえ参加者を決定すること。

3 参加料の徴収
参加者から参加料を徴収し、収入すること。参加料は本委託の運営に充てるものとし、金額は本市が別途指定するものとする。（４，０００円程度を想定、食事代含む）

　ツアー行程表（想定）
	行程

	９時
	集合（国際会館駅）移動

	１０時　
	到着（別所自治会館）
→移動（保護区２）チマキザサ採取

	１２時
	移動

	１２時２０分
	昼食（別所）

	１３時２０分
	移動（→別所自治会館）

	１３時３０分
（１５０分）
	・選別（３０分）
・再生、保全に関するお話し（１５分）
・チマキザサの講話（チマキザサについて学べる話題提供ができる講師を手配予定）（４０分）
・厄除け粽づくり（６０分）
・アンケート（５分）

	１６時
	移動

	１７時
	解散（国際会館駅）



4 その他
「個人情報取扱事務の委託契約に係る共通仕様書」第１１条の規定に基づき、契約期間中に１回以上の実地検査を実施するため、対応すること。

５　委託期間
契約締結日から令和８年１２月３１日まで
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1 　受託者は以下の資料を発注者に提出すること。
ア　個人情報の取扱いに係る安全管理措置状況申出書（着手前）
イ　事業完了届出書　１部
ウ　実績報告書　１部
エ　本業務で取得又は作成した資料　１式
オ　請求書　１部
カ （必要な場合）振込依頼書　１部

⑵　本業務で取得又は作成した資料のデータは、Microsoft Office Word、Excel及びPowerPoint等で閲覧及び編集が可能な形式で提出すること。

７　業務の進め方
発注者との情報共有を密に行うとともに、逐次協議しながら進めること。

８　その他
1 　本業務の実施により得られた成果は、本市に帰属する。
2 　受託者は、業務の全部を第三者に委託してはならない。
3 　業務遂行に当たり知り得た個人情報については、個人情報保護法、京都市個人情報保護条例に則り適切に管理すること。
4 　本仕様書に疑義がある場合は、発注者の指示に従うものとし、本仕様書に明示がない事項については、その都度、協議のうえ決定する。
5 　本仕様書に記載の成果と同等以上の成果が得られる場合、発注者と協議のうえ、仕様書の内容を一部変更可能とする。
6 　発注者が提供した資料及びデータ等については、一切他への流用を禁止する。また、本業務が終了した時点で、電子データ等は速やかに抹消すること。
7 　本事業に係る監査が行われる場合は、協力すること。
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